
第1条 「JAネットバンク」

「JAネットバンク」（以下、「本サー ビス」といいます）は、 パ ソコンや携帯電話など当組合所

定の端末機器を使用して、 本サー ビスの契約者（以下、 「契約者」といいます）からの依頼に基づ

き、 振込・振替手続を行うサー ビス、 契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、 税金・各

種料金の払込み「Pay-easy （ペイジー）」（以下「払込」 といいます）を行うサービス、 定期貯金

に関する手続を行うサー ビス、 ロ ー ン繰上返済に関する手続を行うサー ビス、 その他当組合所定

のサービスを、 本規定により行うものです。 また、 本サー ビスの契約者は、 当組合に口座を保有

し、 本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、 当組合制定の申し込みを行い、 かつ

当組合が当該申し込みを承諾した本邦居住の方のみとします。

契約者は、 本規定に基づき、 自らの判断と責任において本サー ビスを利用してください。

第2条 サービス取扱時間

本サー ビスの取扱時間は、 当組合所定の時間内とし、 取扱時間は利用するサー ビスにより異な

る場合があります。

第3条 利用申込み

l. 本サー ビスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面もしくは当組合が定める方法（以

下、 「利用申込書等」といいます）により「住所」、 「氏名J、 「 ログインパスワ ー ド」、 その他必

要事項を届け出てください。

2, 本サー ビスを利用できる口座は、契約者が利用申込書等により指定した当組合所定の貯金種類

の契約者名義口座（以下、 「サービス利用対象口座」といいます）とします。 また、 契約者が指

定できる口座数は、 当組合所定の範囲内とします。

なお、 本サー ビスの申し込みの際には、 サー ビス利用対象口座のうち 一つの普通貯金口座また

は当座貯金口座を「サー ビス利用代表口座」（以下、 「代表口座」といいます）として届け出て

いただき、 代表口座の届出印を本サー ビスにおける届出印とします。

3. 本サービスの申し込みに対する当組合の手続完了後、必要事項を記載した「JAネットバンク

操作手引きの送付について（送付状）」を契約者の届出住所宛に郵送で通知しますので、契約者

は、 この「JAネットバンク操作手引きの送付について（送付状）」や「操作手引き」等に基づ

き、 当組合所定の設定を端末機器から必ず行ってください。 契約者の設定完了後、 本サー ビス

は利用可能となります。
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サービス利用対象口座の ◆ 普通貯金、 当座貯金、貯蓄貯金、納税準備貯金、 定期貯金をご指定

貯金種類および指定でき いただけます。

第3条2項 る口座数について ◆ 代表口座には、普通貯金、 当座貯金をご指定いただけます。

◆ 代表口座(1口座のみ）を含め20口座までご指定いただけます。

◆ 詳しくは、 ホームページ、 パンフレット等をご覧ください。

第3条3項
本サービス利用開始時の ◆「操作手引き」、 「操作ヘルプ画面」をご覧ください。

設定について

振込手数料について
♦ ホームページをご覧ください。

◆ 依頼日当日および依頼日の翌営業日以降5営業日をご指定いただけ

振込 ・振替指定日について ます（ただし、 携帯厖話からの当日扱いの振込・振替は、 平日15時

までに受付したものに限ります）。

◆ ワンタイムパスワー ドこ利用のお客さまの1日当たりの振込・振替

限度額は、 サービス利用対象口座の各々について、最高500万円ま

での範囲で1万円単位に任意にご指定いただけます。

第7条
振込・振替限度額について

♦ ワンタイムパスワー ド未利用のお客さまの1日あたりの振込・振替

の限度額は、 利用対象口座ごとに最高20万円までとなります。

◆ また、 ワンタイムパスワー ドまたはメ ール通知パスワー ドのいずれ

も未利用の場合は、 振込・振替が出来ません（当組合窓口にてご登録

いただいている先へのお振込は、 お振込限度額の範囲で可能です。）。

◆ 振込・振替実行後の依頼内容の変更または組戻しの手続は、契約者

組戻手数料等について
が振込 ・ 振替依頼時に支払指定口座として指定した貯金口座の属する

当組合店舗で受け付けます。

◆疇鐸料については、 当即躙にこ確認ください。

第8条1項 収納機関について

第9条3項、
定期貯金商品について

♦ リンク先ページをご覧ください。
https://www.jabank.jp/ja/tops/index/4993000/

♦ 当面本サービスによる定期貯金中途解約は取り扱いま
せん。

5項

第1 0条1項、 繰上返済サー ビスの対象
◆ 当組合が定める条件のロ ーンといたします。

3項 とするロ ーンについて

第10条3項 繰上返済手数料について ● 当面本サービスによる繰上手数科は「無料」といたします。

第1 2条1項 月額手数料について
◆ 月額手数料については、 当面「無料」といたします。

第1 3条2項
「ログインID」、「パスワ ♦ ログイン後のメニュ ー画面からご変更いただけます。

ード」の変更について 詳しくは、 「操作手引き」、 「操作ヘルプ画面」をご覧ください。

サー ビス利用停止にかか ◆ 一旦、 本サービスをご解約のうえ、 再度、お申し込みの手続を行っ

第13条4項
る本サー ビスの再開（パス てください。

ワ ー ドの再設定を含み ま

す）について
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